
 
 
 
 

業務仕様書 

 
 
 
 
 

業務名：琴浦町営バス車両購入業務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

琴　浦　町 



仕　様　書 

 

 

１．業務名　　琴浦町営バス車両購入業務 

 

２．品　名　　琴浦町営バス車両（マイクロバス２９人乗り） 

 

３．台　数　　１台 

 

４．機能等の規格・仕様　　別紙のとおり 

 

５．積算に含まれる費用等 

（１）車体本体価格 

（２）付属品一式代金（取り付け費用を含む。） 

（３）登録時諸費用 

（４）租税公課費用 

（５）リサイクル法関連費用 

 

６．納入場所　琴浦町役場本庁舎 

（鳥取県東伯郡琴浦町徳万５９１番地２） 
 

７．納車期限　令和９年３月１２日 

 

８．検査 
　　受注者は、十分な、ならし運転完了後検査を受けるものとする。 
　　完成検査は、寸法、外観、溶接、その他組立状況を検査し、さらに車両及び作業装

置類の動作等の確認作業を行って全般的な機能及び各装置の検査を行う。 
　　ただし、車両総重量については、本仕様書で定めたとおりであるかを、その内訳が

分かる資料により検査する。 
　検査に要する器具、人員等は受注者において準備するものとする。 
 
９．保証 
　　納入後１箇年以内に設計制作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場

合には、受注者は無償修理を行わなければならない。ただし、受注者が別に定める保

証期間が１箇年以上にわたる場合はこれを適用する。 
特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、発注者と受注者が

協議のうえ、受注者に無償修理を行わせることがある。 

 

 



10．特記事項　 

（１）納入車は、新品で国内メーカーのものでなければならない。 

（２）自動車重量税、自賠責保険（１２ヶ月）については、積算に含むこと。 

（３）入札書については、「５．積算に含まれる費用等」で掲げた事項に積算し、その

総合計額（消費税及び地方消費税を含む。）を記載すること。 

　　　なお、琴浦町ホームページより入札書をダウンロードして使用する場合、入札金

額記入欄には、「（消費税抜き）」と記載があるので、それを削除し、記入すること。 

 

11．その他 

（１）納入時の日程、作業計画等は事前に担当者と打合せを行うこと。 

（２）使用方法、必要事項等に関して、担当者へ説明を行うこと。 

（３）本仕様書に定めのない事項及び疑義、変更等が生じた場合は、担当者の指示に従

うこと。 

 

12．本仕様書における問合せ先 

　　琴浦町企画政策課（電話 0858-52-1708）


